
高等学校体育連盟育成・強化対策事業 実施要項 

 

１ 目 的 

国民スポーツ大会や全国高等学校総合体育大会、および滋賀県高等学校体育連盟が主催、

主管する大会等で優秀な成績をあげるとともに、各競技種目全般の競技力向上を図るために

滋賀県高等学校体育連盟各競技専門部が実施する事業に対して、その経費の一部を補助し、

本県の高校スポーツの振興に寄与する。 

 

２ 主催 

   滋賀県競技力向上対策本部 滋賀県高等学校体育連盟 

 

３ 事業内容 

   当初の目的を達成するために、滋賀県高等学校体育連盟各競技専門部が実施する合宿およ

び練習、実技講習会、指導者講習会等を対象とし補助を行う。 

 

４ 期 間 

      各年度４月１日～２月末日までとする。 

    補助期間については、やむを得ない事情のある場合は別途協議する。 

 

５ 事業に要する経費 

(１) 各専門部の事業の実施に要する経費については、滋賀県競技力向上対策本部「高等学校

体育連盟育成・強化対策費補助金」の予算内で補助する。 

  (２) 補助金の交付方法については、滋賀県高等学校体育連盟会長が別に定める。 

      (滋賀県高等学校体育連盟育成・専門部強化補助金交付要綱) 

    

６ 補助金の交付および関係書類の提出 

（１）各競技専門部は、５月中旬までに別紙様式により事業申請関係書類を高体連事務局宛に

提出する。 

（２）高体連事務局は関係書類について審査のうえ、補助金の交付（概算払い）を行う。 

（３）各競技専門部は、事業完了後２週間以内に、別紙様式により事業実績関係書類を高体連

事務局宛に提出すること。 

 

付 則 

 この要項は、平成３１年４月１日から施行する。 

 この要項は、令和６年４月１日から施行する。 


